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令和４年１０月１１日改訂 

新型コロナウイルス危機対策本部 

 

今後の九州大学の行動指針について 

 

１．基本方針 

○福岡県が独自のコロナ警報を令和４年１０月５日をもって解除したこと、

また本学の日々の新規感染者数も減少傾向にあることを踏まえ、学生の課

外活動において強化していた行動制限を解除する。なお、本学の行動指針

に基づく制限段階「１．０一部制限」は維持する。 

○今後、国や福岡県において方針の改訂等がなされた場合、更には学内での

感染状況によっては、再度の段階引き上げ或いは各行動の制限強化等も検

討する。 

○現時点でも本学の感染者及び濃厚接触者の多くが「会食」を契機としてお

り、会食に関しては、引き続き万全の感染防止対策を行う必要がある。 

○「マスクの着用」については、国の新型コロナウイルス感染症対策の基本

的対処方針に沿って対応する。（「基本的対処方針」を参照） 

○病院教職員及び診療に従事する者は、病院の行動指針等を優先する。 

 

２．各行動の詳細 

（１）研究活動 

○感染拡大防止に十分な配慮をした上で、通常どおり研究活動を行う。引き

続き、オンラインツールの活用や、文部科学省作成の「大学等における新

型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン」（以下「ガイドライン」

という。）に記載されている一般的な感染予防策の徹底、交代制勤務を行

う等の感染予防策を実施し、各研究室でチェックリストにより対応状況を

確認した上で入室、作業に従事する。 

 

（２）授業 

○感染拡大防止に十分な配慮をした上で、原則として対面で授業を行うこと

とする。対面での授業等を行うにあたっては、ガイドライン記載の感染予

防策を徹底し、チェックリストにより対応状況を確認した上で実施するも

のとする。 

○今後、構成員の感染状況や学内の感染リスクの状況の変化に応じ、対象学

https://corona.go.jp/emergency/#taisho
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生や対象期間を定めた上で、遠隔授業への切り替えや休講等の措置を講じ

ることがある。 

○基礎疾患や障害があるなどの理由により通学が困難な学生や、水際対策等

で入国できない留学生等に対しては、遠隔手法による授業の併用などの配

慮をする。 

○学生の研究活動については、（１）研究活動の指針に準じて行うこととす

る。 

 

（３）学生の課外活動 

○感染拡大防止への最大限の配慮（感染防止対策ガイドラインの遵守等）を

各学生（団体）に求めた上で、課外活動を原則として認める。なお、体育

館等の課外活動施設の利用に係る取扱いを含め詳細は別に定める。 

○多くの課外活動団体は、学内外の大学生等とも繋がる集団である。そこで

の陽性者の発生は学内外への感染拡大のリスクを格段に高めることから、

団体行動時のみならず、個々が感染防止に係る意識の醸成を継続的に図る

こととする。 

 

（４）事務体制 

○感染拡大防止に十分な配慮をしつつ、学内の教育研究活動が、本格的に実

施されている状況を踏まえ、現場対応等を含め業務上支障がないと認めら

れる場合には、時差出退勤の推奨ならびに在宅勤務を命じることができる。 

○ガイドライン記載の感染予防策を実施し、各執務室でチェックリストによ

り対応状況を確認した上で業務に従事するなど、感染拡大防止に最大限の

配慮を行うとともに、遠隔会議の活用等により教職員が集まる機会をでき

るだけ減らす工夫を行う。 

 

（５）会食等の制限 

○マスクをはずした状態では、他者との近距離での会話や食事を行わないこ

と。特に、飲食時について、会話を控え、飲食後の会話はマスクを着用す

ること。（個人宅等での会食を伴う集まりも含む。） 

○飲食店等の利用は、県が認証した感染防止認証店をはじめ、感染防止対策

が徹底された店を選ぶこと。 

○飲食の時間は長時間を避けることとし、座席・テーブルを移動する場合は、

人との距離を確保する。 

○立食形式の場合は、人との距離（できるだけ２ｍ（最低１ｍ））を確保し、
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会話の際はマスクを着用する。 

○わずかでも体調の不調を感じる場合には、参加者への影響を考え会食に参

加せず、医療機関の受診を検討すること。 

○個人宅での会食を伴う集まりも含めて、参加者同士でのお酌、グラスの回

し飲み、大声での会話、感染対策が十分でないカラオケの利用など、感染

リスクが高まる行動は控えること。 

○感染防止対策が徹底されていない路上、公園等における集団での飲食は、

感染リスクが高くなるため、自粛すること。 

○飲食店を利用する際は、県が提示している「感染リスクを避ける飲食店の

利用について」を遵守すること。 

 

（６）外出・移動等の制限 

○発熱等の症状がある場合は、外出を避け、積極的に医療機関等を受診し、

検査を受検すること。 

○外出の際には、感染防止策が不十分な場所への外出や感染リスクが高い活

動は避けること。 

○外出にあたっては、「基本的対処方針」に沿って適切にマスクを着用し、

訪問先での手指消毒や検温等を行うこと。共用物品・公共物に触れた場合

の手指衛生等についても注意を図ること。 

○集団での旅行、宿泊は必要性、感染状況を踏まえ、慎重に判断・計画する

こと。 

○旅行、宿泊、県境をまたぐ移動は、「３密」の回避を含め、基本的な感

染防止対策を徹底すること。 

○外出・移動等に伴い感染不安を感じる場合は、市販の抗原検査キットや自

治体が無症状者を対象として実施している無料の PCR 検査等を活用する

こと。 

○教職員の国外への移動・出張及び学生の留学については、感染症危険レベ

ルが３の国で、特別な事情がある場合は、新型コロナウイルス危機対策本

部（以下、「対策本部」という）が渡航の可否を判断する。同レベルが２の

国の場合は、所属長が渡航の許可を判断し、国際部に報告する。同レベル

１以下の国への渡航の場合は、所属長は、教職員については旅行命令等、

学生については所定の海外渡航届により渡航状況を把握し、渡航者の情報

を国際部に報告する。 

〇大学用務以外の他機関からの要請に基づく渡航及び私事渡航は、同レベル

２以上の国への渡航の場合は、所属長が渡航の可否を判断し許可すること
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ができる。なお、学生が感染症危険レベル１以下の国・地域に渡航する場

合においては、所属長は、所定の海外渡航届により渡航状況を把握するこ

ととする。（対策本部及び国際部への報告は不要とする。） 

渡航の可否の判断にあたっては、感染症危険レベルのみならず、その国・

地域の治安情勢に基づく危険情報のレベル及びその内容についても併せ

て確認するものとする。 

  〇渡航の際には、受入国が要求する「陰性証明書」等の準備や、状況の変化

により、予定どおりに帰国できないことも想定した上で渡航計画を立て

ること。 

 

（７）学外者のキャンパス訪問 

○感染拡大防止に十分な配慮をしつつ、学外者の訪問に対応する。対応する

場合はガイドライン記載の感染予防策を実施し、チェックリストにより対

応状況を確認し、感染拡大防止に十分な配慮をする。 

○学外者の本学施設の利用については、施設ごとに感染防止対策、利用者の

把握等を行ったうえで対応することとする。 

○県境をまたぐ訪問受入れは、「３密」の回避を含め、基本的な感染防止対

策を徹底すること。 

 

（８）その他 

○上記制限に関わらず、構成員の感染等が判明した場合には、所属の部局、

研究室等はそれぞれの状況を踏まえ、限定的に行動制限を強化することが

できる。 

○本学の入試等については万全の感染防止対策を講じた上で、予定通り実施

する。 

なお、受験生等の学内の立ち入りについて「（７）学外者のキャンパス訪

問」の対象外とする。 

○附属図書館は感染防止策を徹底したうえで開館する（各図書館の最新情報

は図書館ホームページで要確認）。 

○各行動を行う際には、感染拡大のリスクを高める「３密」の環境を可能な

限り避けつつ、手指衛生、咳エチケットなど基本的な感染予防対策を徹底

する。（「新たなキャンパススタイルについて」を参照） 

○学内における感染防止のための環境整備を進めるとともに、講義室、食堂、

エレベーター等でのソーシャルディスタンスの維持、来学前の検温、講義

室等の除菌などの徹底を図る。 

https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/
https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/42576/campusstyle.pdf
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（「With＆Beyond コロナ時代における学生のための安心・安全プラン」を参

照） 

○電車・バス・タクシー等の公共交通機関を利用する際は、マスクを着用し、

大声での会話を控えること。また、できるだけ混雑時間帯を避け、３密を

回避する。（九大学研都市駅および伊都キャンパスのバス停においてはバ

ス停混雑度可視システム〔itocon〕により混雑する時間帯の確認が可能) 

○通勤、通学の移動時間は可能な限り最短とする。また、ターミナル駅での

滞留を可能な限り避ける。 

○本学又は本学組織が主催するイベント（屋内：収容率 100%以内（大声あ

りの場合は 50%以内）、屋外：人との距離を十分に確保）については、ガ

イドライン記載の感染予防策を実施し、チェックリストにより対応状況を

確認した上で開催し、感染拡大防止に最大限の配慮をする。なお、500 人

以上の参加が見込まれるイベントで、大声での歓声・声援等が想定される

もの、又は飲食を伴うものについては、個別に検討する。 

○本学以外の者が本学施設を用いて行うイベントの取扱いについては、イベ

ントの内容、使用する施設の状況、当該施設で行う必要性、感染対策の状

況等を勘案し、チェックリストにより対応状況を確認すること。なお、500

人以上の参加が見込まれるイベントについては、個別に検討する。 

※イベントとは催物に限らず、事前練習や打合せも含め不特定又は多数の者

が参加するものをいう。 

※「大声」とは「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的

に声を発すること」をいう。 

https://www.kyushu-u.ac.jp/f/41464/201022_With%26amp%3BBeyond_covid19_Jp.pdf?img=none
http://arakawa-lab.com/itocon/


感染予防チェックリスト 

 

1. 研究室・執務室での活動について 

＜従事者（学生含む）・管理者共通＞ 

□ 学生、教職員は毎日検温し、症状（発熱、風邪症状等）ある場合は登校、出勤しない 

□ 十分な対人距離の確保（できるだけ２ｍ（最低１ｍ）） 

□ 水と石けんによる手洗いの徹底 

□ マスクの着用（学生、教職員及び入室者に対する周知徹底） 

□ 公共交通機関利用者は時差出勤を行うとともに、公共交通機関を利用しない方法（自

転車、徒歩等）を積極的に活用 

□ 学生の入室、作業従事にあたっては、担当教授の許可を得ること 

□ オンラインの活用に当たっては、情報セキュリティ対策にも留意する。 

＜管理者＞ 

□ 適切な感染拡大防止対策が取れない場合は、会議・打合せはオンラインで実施 

□ 研究室、執務室入口及び室内の手指消毒設備の設置 

□ 室内換気（換気設備の適切運転、又は複数の窓の開放） 

□ ドアノブ、エレベーターボタン等複数人が触る箇所の消毒 

□ 症状（発熱、風邪症状等）ある者の入室制限 

□ 入室者の入室状況の記録、保存 

□ 適切な感染拡大防止対策が取れない場合は、学生、教職員が、午前と午後又は曜日毎

にローテーションで作業、勤務を実施するなど、適切な工夫を行う 

□ 押印や署名に代えてオンラインでの手続きを活用するなど、在宅勤務者に配慮して柔

軟に対応する。 

□ 外部業者等との接触を減らすため、納品や検収の方法を柔軟に運用する。 
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□ 全ての関係者の緊急連絡体制の確立 

□ 共用ネットワーク環境の最大限活用 

□ 研究スタッフが他者との接触を極力避けられるエリアの設置など、可能な限り研究活

動に専念できる環境を整備する。 

□ 外国人を含む海外在住研究者の雇用が予定されており、オンラインでの研究が可能な

場合は、渡航制限解除まで雇用主の管理のもと現地での在宅勤務を可能とする措置を

講じる。 

□ 教職員・学生との対面での業務が多い部署において適切な対策をとっていること。 

（訪問者用の手指消毒設備の設置、アクリル板等の設置など） 

 

2. 実験施設・設備の利用について（研究活動のみ） 

＜従事者（学生含む）・管理者共通＞ 

□ 適切な感染拡大防止対策が取れない場合は、実験施設・設備の利用は最低限に留め、

データ解析等は在宅で行う。なお、その際には個人情報の取扱には十分留意する。 

□ ３密を避けるための運転計画、施設利用スケジュールの作成（施設内の密を避けつつ、

短時間の実験を継続する等） 

□ 単独で長時間の実験・施設利用を行う場合は、利用開始・終了の声掛けや記録、事故

時の連絡手段の再確認など、万が一の事故に備えた安全対策を講じる。 

＜管理者＞ 

□ 研究設備、備品について、端末操作画面やスイッチ、ドアノブやトイレなど複数の人

の手が触れる場所を随時消毒する。また、実験等の性質も考慮しつつ、ドアを常時開

放するなど、人の手が触れる場所を少なくする。  

□ 安全管理等の理由により、複数の人が同時に操作を行う必要がある研究施設や設備等

においては、人と人との対面を避けるため、個々人がフェイスシールドを着用、又は

アクリル板・透明ビニールカーテン等で遮蔽 

□ 実験動物、遺伝子組み換え生物（微生物、植物、動物）、病原性微生物や放射性物質を

使用する研究の場合、関係法令等を踏まえ適切に実施する。 

□ 設備の遠隔利用、学内外の遠隔利用サービス及び研究代行等の取組を積極的に活用  
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□ 講義のオンライン化等に伴い空いている教室や実験・実習室等がある場合には、３密

回避に配慮の上それらを積極的に活用する。  

※対面授業実施に関するチェックリストは、令和２年９月８日付九大学企第２７８号

「対面授業実施に関するチェックリストについて」を参照ください。 

 
3. イベントの開催について 

次頁の「イベント開催時のチェックリスト」を参照。 

 

＜参考＞イベント開催に係る事務手続き（2022年 8月 2日付け事務連絡） 
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https://www.kyushu-u.ac.jp/f/41221/checklist_20200908.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/41221/checklist_20200908.pdf
https://qu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/niihara_suguru_999_m_kyushu-u_ac_jp/En-YZ1Km5AZJmbfBB8wjTuwBiVDOiyBB4Rzm3QFj5eKOhA?e=MByLTy


【大声なしの場合】
適切なマスク（不織布マスクを推奨）の正しい着用や大声を出さないことを周知・徹
底し、そうした行為をする者がいた場合には、個別に注意、退場処分等の措置を講じ
る。

【大声ありの場合】
適切なマスク（不織布マスクを推奨）の正しい着用や常時大声を出す行為をしないこ
とを周知・徹底し、そうした行為をする者がいた場合には、個別に注意、退場処分等の
措置を講じる。

こまめな手洗や手指消毒の徹底を促す（会場出入口等へのアルコール等の手指消
毒液の設置や場内アナウンス等の実施等）。

主催者側による施設内（出入口、トイレ、共用部等）の定期的かつこまめな消毒の
実施。

③換気の徹底 法令を遵守した空調設備の設置による常時換気又はこまめな換気（１時間に２回
以上・１回に５分間以上等）の徹底。

入退場時の密集を回避するための措置（入場ゲートの増設や時間差入退場等）の
実施。
休憩時間や待合場所での密集も回避するための人員配置や動線確保等の体制構
築。
大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、大声を伴う可能性のあるイ
ベントは、前後左右の座席との身体的距離の確保。
飲食時の感染防止策（飲食店に求められる感染防止策等を踏まえた十分な対策）
の徹底。
飲食中以外のマスク着用の推奨。
長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリスクを高めるため、可能な限り、飲
食専用エリア以外（例：観客席等）は自粛。

自治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断（提供する場合には飲酒に伴
う大声等を防ぐ対策を検討。）。

有症状者（発熱又は風邪等の症状を呈する者）は出演・練習を控えるなど日常から
出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する。

練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する出演者やスタッフ等の関係者間での
感染リスクに対処する。

出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しないよう確実な措置を
講じる（誘導スタッフ等必要な場合を除く。）。

参加者の事前登録制や、入場時の確認による参加者の把握。
体調が悪い場合は当日参加を中止することの事前アナウンスや、入場時の検温等によ
り、有症状者の入場を防止。
時差入退場の実施や直行・直帰の呼びかけ等、イベント前後の感染防止の注意喚
起。

⑥出演者等の感染対策

⑦参加者の把握・管理等

イベント開催時のチェックリスト

①飛沫の抑制（マスク着用や
大声を出さないこと）の徹底

※大声とは「観客等が、（ア）
通常よりも大きな声量で、
（イ）反復・継続的に声を発す
ること」

②手洗、手指・施設消毒の徹
底

④来場者間の密集回避

⑤飲食の制限
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